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この資料は平成２４年４月１日に設置された外国語会話バッジについての説明資料です。 

認定をお願いする方への説明や、県連盟、地区、団、隊でこのバッジについての説明を

行う際にご参照ください。 

 

 

１．外国語会話バッジの設置の主旨 

 

カブスカウトから成人加盟員までを対象とした、外国語によるコミュニケーション能力を向上さ

せ国際理解を啓発するためのバッジシステムです。また、ボーイスカウト運動の国際性のアピー

ルにつなげることで社会への寄与を図っています。 

 

２．外国語会話バッジの概要 

 

本バッジの着用により、ご自身が持つ外国語会話能力を活用したスカウト活動への貢献の姿

勢を示すことになります。 

諸団体の検定資格の有無に関わらず着用することができますが、技能章としての扱い又は

細目との連動する扱いは行いません。また、行事・研修・派遣等参加資格の条件としての扱いも

行いません。 

対象言語は世界スカウト機構の公用語である英語とフランス語、および各種スカウト

行事において使用されることが多いスペイン語、中国語（普通話）、韓国語です。その他

の言語については必要に応じて国際委員会にて追加の検討を行っていきます。 

対象はくま課程のカブスカウト、ボーイスカウト、ベンチャースカウト、ローバースカウト及び同

年代の指導者、成人加盟員です。 

一度認定を受けた者はご自身で返納しない限りそのバッジを継続して着用することが出来ま

す。 

 

３．申請方法と交付申請 

 

（１）外国語会話バッジの着用を希望する方は教育規程に記載される項目の認定を受けて

ください。 

 

教育規程１－９－１国際活動（３）認定 

ア 申請する言語を使用して５分間程会話する。会話相手は自分で選ぶことが出来る。 

イ ２分間程度の日本語の文章（手紙、物語など４００文字程度）を申請する言語に

通訳する。 

認定者は、上記項目を確認できる者とし、加盟登録の有無は問われない。 

 

認定基準は現段階では特に設けていません。従いまして、通訳章技能章考査員による認定

も可能です。 

認定者は対象となる外国語における流暢さ、積極的な態度、この言語を使用してどのような

活躍を希望するかなどを確認してください。（文法の正確さや単語力は重視しないでも結構で

す）。認定者は、推薦状に必要事項を記入し、申請者に渡してください。 



 

（２）認定を受けた後は、教育規程に記載される手順に従って団委員長に申請を行ってく

ださい。 

 

教育規程１－９－１国際活動（４）交付申請 

認定を受けたスカウトおよび隊指導者は、所属する隊の隊長を通じて団委員長に申請

する。団指導者は、団委員長に申請する。授与は所属団においてこれを行う。 

②団に所属しない成人加盟員は、県連盟コミッショナーに申請する。授与は県連盟に

おいてこれを行う。 

 

申請書は、スカウト・隊指導者・団指導者用の書式と、団に所属しない成人加盟員用

の２種類あります。それぞれ所定の書式を用いて下さい。 

 

（３）バッジは、授与する方がスカウト用品販売協力店または県連盟スカウトショップに

て購入し、申請者に授与してください。 

 

申請からバッジ着用までの流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バッジの購入方法については上記以外にも団で別途取り決めを行うことができます。取り決

めによっては電子データによる書類送付や、申請者（又は代理の購入者）が申請書の原本を持

って直接購入をおこなうことも可能です。 

団に所属しない成人指導者が申請する場合、申請先は県連盟コミッショナー、授与は県連

盟からとなります。 
 

 

４．着用部位 

 

バッジの着用部位については教育規程を参照してください。 

 

教育規程１－９－１（国際活動） （５）着用部位 

右肩上中央を基準とする。（肩付け根から 2cm下） 

 

教育規程９－４－１ 正装の着用基準 

  カブスカウトの正装～指導者の正装 
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①申請書・推薦状を添えて団

委員長に申請 

②承認可であれば、バッジ

を購入 

③承認の連絡と授与 


